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３中学校の同窓会組織の現状

１．３中学校の現状（Ｒ５年度段階）

２．主な状況

・会長、副会長、役員、委員、理事等を置いている。

・規約で会長以下が交代されていく学校がある。

・会費は学校によって異なる。

・会費の使途は定期的なものと臨時的なものがある。

勝山南部中学校 勝山中部中学校 勝山北部中学校

役員数 会長１名

副会長２名

委員２名

参与若干名（現４名）

会長１名 会長１名

副会長２名

理事（各町）５名

会計(学)１名

庶務(学)１名

顧問２１名

規約等 ・会員相互の親睦を図る

ための活動

・学校運営を支援するた

めの諸活動

・その他、本会の目的に

そう事業

特になし ・理事会において決定し

た事業

・機関誌「同窓会弘報」

の発行

・同窓会員の動向調査

・その他

会費 卒業時に一人 500 円 卒業時に一人 300 円 卒業時に一人 1000 円

会費の使途 （常時）

・入会式の花代

（常時）

・特になし

（常時）

・卒業祝い

・同窓会弘報の発行(隔年)

（過去の内容）

・山口選手への激励

（過去の内容）

・学校設備の贈与

（体育館遮光カーテン、

タイムカプセル、卒業

記念品の修繕）

（過去の内容）

・PTA 合体に応援費

・校内弁論大会の参加賞
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